
 

事 務 連 絡  

令和３年３月２５日  

 

各地方公共団体（各都道府県、各市町村、各事務組合等） 

  公立学校に係る高等教育の修学支援新制度担当課    御中 

 

各地方公共団体（各都道府県） 

  私立専門学校に係る高等教育の修学支援新制度担当課  御中 

 

文部科学省 高等教育局 

学生・留学生課 高等教育修学支援室 

 

 

「機関要件の確認事務に関する指針（2021 年度版）」について 

 

 

平素は高等教育行政に格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

高等教育の修学支援新制度では、「大学等における修学の支援に関する法律（令和元年

法律第８号）」に基づき、一定の要件を満たすことの確認を受けた大学・短期大学、高等

専門学校、専門学校（確認大学等）を対象機関とすることとしています。 

この度、令和３年度の機関要件の確認事務の実施に向けて、「機関要件の確認事務に関

する指針（2021 年度版）」を策定しましたので、情報提供します。 

ついては、本件についてご承知いただくとともに、貴地方公共団体において要件確認

を行った確認大学等、及び今後要件確認を行う可能性がある大学等に対して、本件を周

知されるようお願いします。 

ご不明な点がある場合は、本件問合せ先のメールアドレスにご連絡くださるようお願

いします。 

 

（参考）高等教育の修学支援新制度ホームページ 

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm 

対象となる大学等の要件（機関要件） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/detail/1418410.htm 

（注）上記のホームページから、「大学等における修学の支援に関する法律・同法施行令・

同法施行規則【機関要件の確認事務関係箇所抜粋】」、「確認申請書（様式）」、「機関要

件の確認事務に関する指針（2021 年度版）」、「機関要件の確認事務に関する指針（2021

年度版）見え消し版」、「様式参考例」をダウンロードできます。 

 

（本件問合せ先） 

文部科学省 高等教育局 

学生・留学生課 高等教育修学支援室 

電話：03-5253-4111（代表）（内線 3958、3280） 

e-mail: koto-syugaku-chihou@mext.go.jp 

※ お問合せは、メールにてお願いします。 


